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佐野市「佐藤さんゆかりの地」聖地化による関係人口増加 

プロジェクト業務委託に係る公募型プロポーザル実施説明書 

 

１ 委託業務の概要 

(１) 業務名 佐野市「佐藤さんゆかりの地」聖地化による関係人口増加 

プロジェクト業務委託 

(２) 業務の目的 

全国で最多の２００万人いるとされている「佐藤」姓は、平安時代に佐野で活

躍し、平将門の乱を鎮めたとして知られる藤原秀郷をその始祖としており、名字

の由来を「佐野の藤原」とする説が有力です。 

しかしながら、藤原秀郷が築城したとされる国指定史跡の唐沢山城跡や、藤原

秀郷が平将門の乱を鎮めるために鋳物師を佐野に住まわせたことに始まるとされ

る国内で現存する最古の鋳物業の「天明鋳物」の知名度は極めて低く、その価値

をまちづくりに活かせていない状況です。 

そこで、全国２００万人の「佐藤さん」を佐野市の関係人口に位置付け、「唐

沢山城跡」と「天明鋳物」の再興を拠り所に複合的に事業を実施し、継続的な関

係人口の創出・拡大と地域振興、さらには移住・定住の促進を図ります。 

(３) 業務内容 

別紙 佐野市「佐藤さんゆかりの地」聖地化による関係人口増加プロジェク

ト業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）を参照してください。 

(４) 履行期間 

契約締結日から令和２年３月３１日までとします。 

(５) 提案限度額 

関係人口増加プロジェクト業務委託費用 

１１,７３７,０００円（消費税及び地方消費税相当額を含むものとします。） 

※本業務委託は３か年の全体業務のうち、初年度の業務委託です。次年度以降は

初年度に契約した者と随意契約を予定していますが、次年度以降の契約を確約す

るものではありません。 

 

２ 提案書提出者に要求される資格要件 

提案書提出者は、次の要件を満たす者とします。 

(１) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同令第

１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）の規定に該当する者でな

いこと。 

(２) 佐野市物品等競争入札参加資格者名簿で「大分類Ｒ（広告・催事等）」のうち、

「小分類２（広告）」又は「小分類３（催事）」に登録されている者であること。 

(３) 佐野市競争入札参加資格者指名停止要綱（平成１７年告示第１５４号）による

指名停止を受けていないこと。 

(４) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定により更生手続開始の申立が

なされていないこと、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定によ

り再生手続開始の申立がなされていないこと。ただし、会社更生法の規定による

更生計画又は民事再生法の規定による再生計画について、裁判所の認可決定を受
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けた者を除く。 

(５) 専門技術者等、十分な業務遂行能力を有し、適切な執行体制を有していること。 

 

３ 選定スケジュール 

実施内容 実施時期(令和元年度) 

実施手続開始の公告 １０月１６日(水) 

説明書の交付 １０月１６日(水)～１０月２４日(木) 

参加表明書の受付期間 １０月１６日(水)～１０月２４日(木) 

提案書提出要請 １０月２８日(月) 

質問受付 １０月２８日(月)～１１月１日(金) 

質問回答期限 １１月６日(水) 

提案書提出期限 １１月１３日(水) 

プレゼンテーション １１月２７日(水) 

特定・非特定通知書の通知 １１月下旬 

契約締結 １２月上旬 

 
４ 参加表明書の作成様式、記載上の留意事項及び問合せ先 

(１) 参加表明書の作成様式 

① 参加表明書（別記様式第１号） 

② 企業概要調書（別記様式第２号） 

(２) 問合せ先（担当課） 

〒327-8501 栃木県佐野市高砂町１番地 

佐野市総合政策部総合戦略推進室移住・定住係（担当：小関・中治） 

電話 0283－20－3012 FAX 0283－21－5120 

E-mail ijuteiju@city.sano.lg.jp 

 

５ 参加表明書の提出期限、提出場所及び提出方法 

(１) 提出期限 

令和元年１０月２４日（木）午後５時まで（必着） 

(２) 提出場所 ４(２)と同じ。 

(３) 提出方法 

① 持参又は郵送とし、その他の方法による提出は一切認めません。郵送による

場合は、配達の記録が残る方法に限ります。 

② 持参による場合は、佐野市の休日を定める条例（平成１７年佐野市条例第２

号）に規定する休日（以下「休日」という。）を除く、午前８時３０分から午後

５時までに提出してください。 

(４) 提出部数 
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参加表明書の提出部数は、正１部、副１部とします。 

 

６ 提案書提出者の選定及び非選定に関する事項 

参加表明書の添付書類により、本プロポーザルの提案資格を満たすものであるか

を確認し、その結果を次のとおり通知します。 

(１) 確認を行った結果、提案書の提出者として認められた者に対しては、提案書

の提出者に選定された旨とプロポーザル参加要請を書面により通知します。 

(２) 提案書の提出者として選定されなかった者に対しては、選定されなかった旨

を書面により通知します。 

(３) 上記(２)の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（休日を

含まない。）以内に、書面により、非選定理由について説明を求めることができ

ます。なお、説明請求の受付場所及び受付時間は以下のとおり。 

① 受付場所 ４(２)と同じ。 

② 受付時間 午前８時３０分から午後５時まで（休日を除く。） 

(４) 上記の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して１０日

（休日を含まない。）以内に書面により行います。 

 

７ 提案書の作成様式、記載上の留意事項 

(１) 提案書（別記様式第３号） 

表紙、目次及びページ番号を付すほか、次に掲げる事項に対して作成してくだ

さい。 

ア 企画提案書 

イ 見積書 

(２) 提案書の内容 

ア 企画提案書 

企画提案書は、下記の項目番号に従い、記載すべき事項内容に基づいて作成

すること。なお、要件を満たさない内容又はより良い提案がある場合は、その

差異を明記すること。企画提案書の枚数に制限は設けない。企画提案書のサイ

ズは、日本工業規格Ａ４横型（一部Ａ３版資料折込使用可）とし、任意書式に

て作成すること。 

 

番号 項目 記載すべき事項 

1 会社情報 会社概要、公共団体実績について、以下の点を踏まえて記述

すること。 

①会社概要、経営状況 

②提案内容と同様又は類似の過去３年間の業務実績 

 

2 本業務に対す

る取組 

本業務の受託に関する基本的な考え方及び具体的な取組方針

について、以下の項目を定め主要なポイントを記述するこ
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と。 

①基本的な考え方、事業への理解 

②本事業における提案業者のノウハウ 

③提供体制、担当予定者（実績など） 

④業務スケジュール・収支計画 

3 (仮称)佐藤会

の会員募集の

ためのプロモ

ーション業務 

“(仮称)佐藤会”を結成するため、会員募集に向けた複数の

方法を用いたプロモーションを行う。 

4 ポータルサイ

ト・ＳＮＳの

開設及び運営

業務 

佐藤さんと佐野市の情報を発信するとともに、関係人口とな

る佐藤さんとの情報交換の機会を提供する。 

5 佐藤姓ゆかり

の地裏付け調

査業務 

佐藤姓の学術的調査を行い、佐野市と佐藤姓の関係や裏付け

から佐藤さんの志を高めるとともに、調査結果の情報を発信

する。 

6 (仮称)佐藤会

設立及び運営

業務 

(仮称)佐藤会を設立するとともに、団体のスタートアップ、

運営までを行う。 

7 その他 自治体の最新動向や、効果的な情報発信のあり方など、本市

に最適な独自提案を記述すること。 

 

イ 見積書 

本業務の一式についての見積り（内訳含む）を作成し提出すること。 

関係人口増加プロジェクト業務委託費用一式 

(３) 問合せ先 ４(２)と同じ。 

 

８ 提案書の提出期限、提出場所、提出方法及び問合せ先等 

(１) 提出期限 

令和元年１１月１３日（水）午後５時（必着） 

(２) 提出場所 ４(２)と同じ。 

(３) 提出方法 

持参とし、その他の方法による提出は一切認めません。なお、提出後の差し替え、

追加はできません。 

(４) 提出部数 

提案書の提出部数は、７(１)のアからイまでを正１部、副１１部とします。

(５) 留意事項 

提出された提案書等は、提案者に無断で使用しません。ただし、候補者の選定

を行う作業に必要な範囲においては複製します。 

(６) 問合せ先 ４(２)と同じ。 
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９ 説明書に対する質問書の提出期間、提出方法、提出場所及びその回答方法 

(１) 質問の内容 

質問の内容は、本説明書及び提案書の作成に係るもの等とし、評価に係る質問

は一切受け付けません。 

(２) 提出期間 

令和元年１０月２８日（月）午前８時３０分から 

令和元年１１月１日（金）午後５時まで 

(３) 提出方法 

① 持参、郵送、又は電子メールに添付して提出してください。ただし、いずれの

方法を用いても受付期間内必着でお願いします。 

② 質問は、別記様式第４号の様式を使用してください。 

③ 持参による場合は、休日を除く午前８時３０分から午後５時までに提出して

ください。 

④ 電話及びFAXによる問合せは受け付けません。 

(４) 提出場所 ４(２)と同じ。 

メールアドレス ijuteiju@city.sano.lg.jp 

(５) 回答方法 

令和元年１１月６日（水）午後５時までに、佐野市ホームページに受け付けた質

問に対する回答を掲載します。なお、質問に対して個別回答は行わず、電話等の

対応も一切行いません。 

 

１０ プレゼンテーション 

(１) 日時 令和元年１１月２７日（水） 

※詳細な日時等については、別途通知します。 

(２) 場所 佐野市役所７階 ７０２会議室（予定） 

(３) 実施方法 

① プレゼンテーションは３０分、質疑応答は１０分、合計４０分を目安とし

ます。 

② プレゼンテーションは非公開とします。 

③ プレゼンテーションの実施方法は、自由形式とし、電子機器を利用して行

うことは可とします。（必要機材のうち、スクリーン及びプロジェクターは

本市が用意します。その他パソコン等は各自持参してください。） 

④ プレゼンテーションを実施する際に、提案書提出時に提出していない新た

な資料を提出することはできないものとします。 

⑤ プレゼンテーションの参加者は、配置予定技術者（業務主任者）及び機器

操作者を含む５名までとし、プレゼンテーション審査説明員一覧（別記様式

第５号）により参加者の役職及び氏名を提案書提出時に届け出るものとしま

す。 

⑥ プレゼンテーション当日に、指定された場所、時刻に来ない場合は、辞退

したものとみなします。 

 

１１ 企画提案書を特定するための評価基準 

企画提案書の特定は、佐野市プロポーザル方式実施要綱に基づき設置した佐野市

「佐藤さんゆかりの地」聖地化による関係人口増加プロジェクト業務委託評価委員
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会（以下「委員会」という。）において、提出された提案書に対する評価により実

施します。 

(１) 評価基準 

評価項目及び配点は次のとおりとし、１００点を満点とします。 

評価項目 配点 評価基準 

提案書 
企業評価 ２５点 

別表１ 提案力 ７５点 

合計 １００点 

 

(２) 順位の確定方法 

提案書の特定は、評価項目による評価の結果、各評価の内容が配点の５０％ 

以上で、かつ、評価点数が基準点を満たした最も高い者を最優秀者とします。各

者の評価点数は、各委員の点数を合算し、平均した点数とします。最も高い評価点

数を獲得した提案者が複数の場合（同点の場合）は、次のアからウの選考過程に

より最終順位を確定し、最優秀者とします。なお、提案者が１者のみの場合につい

ては、各評価の内容が配点の５０％以上で、かつ、基準点を満たした場合に最優秀

者とします。 

ア (１)「評価基準」の「提案力」の合計点が最も高い者 

イ アに該当する者が複数ある場合は、経費見積額が最も低い者 

ウ 上記によりがたい場合は、委員会の協議により決定した者 

(３) 基準点 

評価点数の基準点は、６０点以上とします。 

１２ 提案書の特定及び非特定に関する事項 

(１) 提出した提案書が最優秀となった者に対し、提案書が特定された旨を書面によ

り通知します。 

(２) 提出した提案書が特定されなかった者に対しては、特定されなかった旨を書面

により通知します。 

(３) 上記(２)の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（休日を

含まない。）以内に、書面により、委員会に対して非特定理由について説明を求

めることができます。なお、説明請求の受付場所及び受付時間は以下のとおりです。 

① 受付場所 ４(２)と同じ。 

② 受付時間 午前８時３０分から午後５時まで 

(４) 上記の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して１０日

（休日を含まない。）以内に書面により行います。 

 
１３ 契約に関する事項 

(１) 見積徴取の相手方としての特定 

本事業は、委員会の評価により提出した提案書が最優秀となった者を、本業務 

委託契約に係る随意契約の見積書徴取の相手方として特定するとともに、業務の仕

様内容を協議し、業務の発注が整った段階で、本市財務規則に定める手続により契

約を締結します。 

ただし、次のいずれかに該当し、最優秀者から見積徴取及び業務委託契約が締結
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できない場合には、次点者を見積徴取の相手方として再特定するものとします。な

お、参加申込者が１者の場合であっても評価を実施し、その提案が評価基準を満

たすと認められる場合は、その事業者を受託候補者とします。 

① 最優秀者が、地方自治法施行令第１６７条の４に該当することとなった 

とき。 

② 最優秀者が、本市から業務委託に係る指名停止を受けることとなったとき。 

③ 最優秀者が、特定後に本説明書に掲げる失格事項に該当して失格となった 

とき。 

④ 最優秀者の見積徴取の結果、契約締結ができなかったとき。 

⑤ 最優秀者が、本業務委託契約の締結を辞退したとき。 

⑥ その他の理由により最優秀者と業務委託契約の締結が不可能となったとき。 

(２) 委託契約金額 

関係人口増加プロジェクト業務委託契約金額は、本事業が定める本業務委託に係

る予算の範囲内とします。また、契約保証金は免除とします。 

(３) 失格による契約の解除 

本業務委託の契約後に、契約者が本説明書に定める失格事項に該当していた 

ことが明らかになった場合には、契約を解除することがあります。 

 
１４ 参加者の失格 

参加者が次のいずれかに該当した場合には、その者の提出した参加表明書及び 

提案書等を無効とし、本プロポーザルへの参加資格を失うこととします。 

① 提案書等が提出期限までに提出されない場合 

② 提出書類に虚偽の記載があった場合 

③ 本説明書２に定める参加要件を満たしていない、又は満たすことができなく 

なった場合 

④ その他本説明書の定めに反した場合 

⑤ 本件に関して不正又は公平を欠く行為等があった場合 

 

１５ その他の留意事項 

(１) 提出期限までに参加表明書を提出しない者は、提案書を提出することができな

いものとします。 

(２) 参加表明書及び提案書の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担とします。 

(３) 参加表明書及び提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書及び提案書を無

効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止等の措置を行うこともあ

ります。 

(４) 提出された参加表明書及び提案書は返却しないものとします。なお、提出され

た参加表明書及び提案書の著作権は提出者に帰属するものとし、提出者に無断で

使用することはありません。 

ただし、事務局は、本プロポーザル手続及びこれに係る事務処理に必要な範囲に

おいて、提案書等の複製、記録及び保存等を行います。 

(５) 本プロポーザルにおける評価結果は公表するものとします。公表する内容は、

プロポーザル参加者名並びに特定された者の名称、住所及び評価点数となります。 

(６) 本説明書に定めのない事項に疑義が生じた場合は、協議により定めます。 
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（別表１） 

 

提案書等の評価割合及び評価基準 
 

評価

項目 
評価の内容 評価の着眼点 

配

点 

企
業
評
価 

会社情報 経営状況 経営状況は良好であるか。 

5 

業務執行能力 ノウハウ 専門知識や実務経験を有している

か。 5 

提供体制 業務を実施する人員配置や実施体

制は適切であるか。担当予定者が

専門知識や実務経験を有している

か。 

5 

事業理解 本業務の趣旨、現状と課題は理解

できているか。 10 

小計 25 

提
案
力 

プロモーション (仮称)佐藤会の会員募
集のためのプロモーシ
ョン業務 

全国に向けた、効果の期待できる
手法を用いたプロモーションであ
るか。 

25 

ポータルサイト・ＳＮ
Ｓの開設及び運営業務 

インターネット上を媒体とした、

高い閲覧数が期待できるものか。 15 

調査 佐藤姓ゆかりの地裏付
け調査業務 

佐藤姓の歴史や起源についての調
査方法や情報発信方法を含めた取
扱いは、今後の展望が描けている
か。 

10 

団体設立・運営 (仮称)佐藤会設立及び
運営業務 

団体の組織構成や、運営方針は、

将来の自走化を目指したものであ

るか。 

20 

総合 業務スケジュール・収

支計画 

スケジュールは、具体的で円滑に

業務を進めることができるか。適

切に予算が配分されているか。 

5 

小計 75 

合計 100 
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